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１．調査の目的 

令和元年６月の財政制度等審議会国有財産分科会の答申を踏まえ、有用性が高く希少

な国有地については、将来世代におけるニーズへの対応のため、留保財産として、所有

権を留保しつつ地域・社会のニーズを踏まえ、定期借地権による貸付けを行うこととし

ています。 

この留保財産の最適な有効活用を図っていくためには、地域の状況やニーズなどを踏

まえつつ、民間事業者のご意見をお聞きし、そのアイデアやノウハウを最大限に活かし

て事業化に結び付けていく検討が必要となります。 

このため、留保財産である下記２の調査対象地について、定期借地による貸付を前提

とした実効性のある利用方針の策定に向け、取組内容や事業方式などのサウンディング

調査（以下、「本調査」という。）を実施することとしたものです。 

 

２.調査対象地の概要 

所 在 地 和歌山県和歌山市二番丁 2 番、1 番 2 

土地数量 ２，９０７.３２㎡ 

交通環境 
ＪＲ紀勢本線和歌山駅の南西約１.５キロメートル 

南海本線和歌山市駅の南東約１.３キロメートル 

接道状況 
南側 市道（法第 42 条第 1 項第 1 号道路）幅員 9.1～9.6ｍ 

東側 市道（法第 42 条第 1 項第 1 号道路）幅員 7.8～7.9ｍ 

都
市
計
画
に
よ
る
制
限
等 

区域区分 市街化区域 

用途地域 商業地域 

建ぺい率/容積率

（％） 
８０/４００  

防火指定 準防火地域 

地耐力について 

隣接する和歌山地方合同庁舎建設時（平成２１年１１月）

の地盤調査によれば、降雨による若干の変動が含まれるもの

の、深度１．１３ｍから２．７０ｍで地下水位が観測されて

いることから、本地においても同様の水位となっているおそ

れがあり、対象地の利活用にあたっては、地耐力に留意する

必要がある。 

 

３.調査内容 

（１）参加対象 

対象地の利活用による事業の実施主体となる意向を有する事業者又は事業者のグル

ープ。ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。 

イ）予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当する者。な

お、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得
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ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

ロ）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当する者。 

ハ）各省各庁から指名停止等を受けている者(支出負担行為担当官が特に認めている

者を除く。)。 

ニ）会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第

2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正

前の会社更生法(昭和 27年法律第 172 号)に基づく更生手続開始の申立てを含む。)

をしている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申

立てをしている者。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は

民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定が

なされた後において当局の競争参加資格の再認定を受けていない者。 

ホ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条

第 2 号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者。 

 

（２）調査項目 

①対象地のポテンシャル 

  ・対象地が所在する地域の特性や課題 

  ・想定される建築物の用途及びその構成、機能、施設配置、全面積活用の可否等 

  ・用途(構成)等により期待される効果(資産価値向上、まちづくりへの寄与等) 

②事業方式 

  ・望ましい定期借地の期間 

  ・事業開始までのスケジュール 

  ・必要とされる行政上の手続き 

③その他 

  ・入札公告から企画提案書受付締切までに必要な期間 

  ・対象地への関心や当局に求める公募事項等 

 ※留意事項 

・事業方式については、借地借家法第 22 条に規定する一般定期借地設定契約(契約期

間 50 年以上)又は借地借家法第 23 条第 1 項及び第 2 項に規定する事業用定期借地

設定契約(契約期間 10～30 年)による賃貸借を前提。 

・一般定期借地設定契約による賃貸借は、対象地の全部又は一部を公共的な用途とし

て活用する場合に設定可能であり、そうでない場合の事業方式は、事業用定期借地

設定契約に限る。 

※現在、和歌山県及び和歌山市から公共的な用途での活用要望は受けておりませ

ん。 

・マンション分譲等、不特定又は多数の者に対して定期借地権を分割して譲渡、転貸

を行うことは原則不可(借地上の建物を第三者に賃貸することを妨げるものではあ
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りません) 

・対象地の転貸及び定期借地権の譲渡は原則不可 

・貸付料予定価格は、不動産鑑定士による年額貸付料の評価額により決定します。 

（注）土地の評価については、対象地の最有効使用に基づく更地価格を求めます。 

 

４.スケジュール 

（１）実施要領の公表：令和８年３月１９日（木） 

（２）参加申込受付期間：令和８年３月１９日（木）～令和８年４月１０日（金） 

（３）調査票提出期限：令和８年４月２０日（月） 

（４）対話の実施期間：令和８年５月７日（木）～令和８年５月１５日（金） 

（５）結 果 の 公 表：令和８年６月中を予定 

 

５.手続きの流れ 

（１）参加申し込み 

本調査への参加を希望する場合は、別紙１のエントリーシートに必要事項を記入

し、提出先にメールにてご提出ください。 

受付期間：令和８年３月１９日（木）～令和８年４月１０日（金） 

提 出 先：「８.提出・問い合わせ先」のとおり 

 

（２）対話の実施日時及び場所の連絡 

参加申込のあった事業者又は事業者のグループの担当者宛てに、実施日時及び場所

を連絡します。 

 

（３）調査票の提出 

別紙２の調査票を令和８年４月２０日(月)までにメールによりご提出ください。 

提 出 先：「８.提出・問い合わせ先」のとおり 

 

（４）対話の実施 

①実施期間：令和８年５月７日（木）～令和８年５月１５日（金） 

②所要時間：３０分～１時間程度 

③場    所：近畿財務局会議室 

④そ の 他： 

・対話は参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のために個別に行います。 

・対話に参加する人数は１団体につき３名以内とします。 

・対話の実施に際して、調査票記載事項を説明するための資料の提出は任意です。  

 

（５）結果の公表 

本調査の実施結果について、概要の公表を予定しています(なお、参加事業者の名

称は公表しません)。また、公表に当たっては、事前に参加事業者へ内容の確認を行

います。 
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６.留意事項 

（１）参加事業者の取扱い 

今後、対象地の定期借地に当たり、民間事業者の公募等を行う場合には、本調査へ

の参加実績は、評価の対象とはなりません。 

（２）費用負担 

本調査への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

（３）追加調査 

本調査終了後も、必要に応じて追加で照会させて頂くことがありますのでご協力を

お願いいたします。 

 

７.別紙 

（１）別紙１ エントリーシート 

（２）別紙２ 調査票 

（３）別紙３ 財産の位置、周囲の状況等に関する資料 

 

８.提出・問い合わせ先 

エントリーシート・調査票の提出、お問い合わせ等は以下までお願いします。 

〒５４０－８５５０ 

大阪市中央区大手前４丁目 1 番７６号 

財務省 近畿財務局 管財部 国有財産調整官(普財) 

担 当 栗林、岩田 

電 話 ０６－６９４９－６３８９ 

メールアドレス kinki.kokutyou.huzai@kk.lfb-mof.go.jp 


